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  ((参参考考))  相相続続税税のの申申告告のの際際にに提提出出ししてていいたただだくく主主なな書書類類  

 

１ 相続税の申告書に記載されたマイナンバー（個人番号）について、税務署で本人確認（①番号確認及び
②身元確認）を行うため、次の本人確認書類の写しを添付していただく必要があります。 
また、各相続人等のうち税務署の窓口で相続税の申告書を提出する方は、ご自身の本人確認書類の写し

の添付に代えて、本人確認書類を提示していただいても構いません。 
なお、e-Taxにより申告手続を行う場合には、本人確認書類の提示又は写しの提出が不要です。 

【本人確認書類】 

① 
番号確認書類（マイナンバー（12桁）を確認できる書類）として次に掲げるいずれかの書類 
・マイナンバーカード（個人番号カード）【裏面】（注１） ・通知カード（注２） 
・住民票の写し（マイナンバーの記載があるものに限ります。） など 

② 
身元確認書類（記載されたマイナンバーの持ち主であることを確認できる書類）として次に掲げるいずれかの書類 

・マイナンバーカード（個人番号カード）【表面】（注１） ・運転免許証 ・身体障害者手帳 
・パスポート ・在留カード ・公的医療保険の資格確認書（注３） など 

（注）１ マイナンバーカードの表面で身元確認、裏面で番号確認を行いますので、本人確認書類として写しを添付いた

だく場合は、表面と裏面の両面の写しが必要となります。 
２ 通知カードに記載された氏名、住所などが住民票に記載されている内容と一致している場合に限り、引き続き

番号確認書類として利用できます。 
３ 「公的医療保険の資格確認書」の写しを添付する場合、写しの保険者番号及び被保険者等記号・番号部分を復

元できない程度に塗り潰してください。 
 

２ 相続税の申告書に添付して提出していただく主な書類は次のとおりです。 

なお、重複する書類がある場合には、重ねて提出していただく必要はありません。 

(1) 一般の場合（(2)～(7)の特例及び納税猶予等の適用を受けない場合） 

① 

次のいずれかの書類 
イ 被相続人の全ての相続人を明らかにする戸籍の謄本（相続開始の日から10日を経過した日以後に作成されたも
の） 

ロ 図形式の法定相続情報一覧図の写し(子の続柄が実子又は養子のいずれであるかが分かるように記載されたも
のに限ります。)（注１） 

  なお、被相続人に養子がいる場合には、その養子の戸籍の謄本又は抄本の提出も必要です。 
ハ イ又はロをコピー機で複写したもの 

② 遺言書の写し又は遺産分割協議書の写し（注２） 

（注）１ 「法定相続情報一覧図の写し」は、被相続人の本籍地等を管轄する法務局において、必要書類と合わせて申出

をすることにより、交付を受けることができます。 
２ ②の書類については、提出をお願いしている書類です。 

 

(2) 相続時精算課税適用者がいる場合 

① ２(1)①に掲げる書類 

② 遺言書の写し又は遺産分割協議書の写し（注） 

③ 被相続人の戸籍の附票の写し（相続開始の日以後に作成されたもの）（コピー機で複写したものを含みます。） 

（注） ②の書類については、提出をお願いしている書類です。 
 
(3) 相続開始の年に被相続人から贈与によって取得した特定贈与財産の価額について贈与税の課税価格に算入

する（相続税の課税価格に加算しない）場合（４ページ参照） 

① 
登記事項証明書などで贈与を受けた者が居住用不動産を取得したことを証する書類（不動産の所在地番等又は不動
産番号の記載のある書類の添付によりこれに代えることができます。） 

② 
贈与を受けた配偶者の戸籍の附票の写し（被相続人からの贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成された
もの） 

 
(4) 配偶者の税額軽減（11ページ参照）の適用を受ける場合 

① ２(1)①に掲げる書類 

② 遺言書の写し又は遺産分割協議書の写し 

③ 相続人全員の印鑑証明書（遺産分割協議書に押印したもの） 

④ 申告期限後３年以内の分割見込書（申告期限内に分割ができない場合に提出してください。） 
 

添付書類提出に当たっての留意事項 

・添付書類は、機械で読み取りますので、のりづけをしないでください。 

・添付書類が複数枚に及ぶ場合には、クリップ等で留めて提出してください。 
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国税 太郎 

国税 一郎 

6,435,000 

3,617,100  

10,052,100 

9,155,000 

5,240,700 

14,395,700 

41,790,611 

 

35,750,657 

 

2,578,050  

24,500,000  

62,828,707 

129,067,118 

24,626,035 

12,630,150 

24,056,340  

 

24,056,340 

129,636,813 

129,636,   

税務 幸子 

24,272,960 

24,272,960 

10,328,640  

14,100,000  

6,590,700  

1,662,000  

22,352,700 

31,077,432  

24,646,951 

24,646,951 

112,678,683  

34,601,600 

112,678,683  

2,000,000  

114,678,   
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(5) 小規模宅地等の特例（16ページ参照）の適用を受ける場合（注１） 

① ２(1)①に掲げる書類 

② 遺言書の写し又は遺産分割協議書の写し 

③ 相続人全員の印鑑証明書（遺産分割協議書に押印したもの） 

④ 申告期限後３年以内の分割見込書（申告期限内に分割ができない場合に提出してください。） 

⑤ 
特定居住用宅地等
に該当する宅地等
（注２） 

１ 

次に掲げる被相続人の親族（配偶者を除きます。）が、被相続人等の居住の用に供され
ていた宅地等について特例の適用を受ける場合 
・被相続人の居住の用に供されていた一棟の建物に居住していた親族（18ページの〔特

定居住用宅地等の要件〕①の２の親族が特例を受ける場合） 
・被相続人と生計を一にしていた親族（18ページの〔特定居住用宅地等の要件〕②の２

の親族が特例を受ける場合） 

 

特例の適用を受ける宅地等を自己の居住の用に供していることを明らかにする書類（特例
の適用を受ける人がマイナンバー（個人番号）を有する場合には提出不要です。） 

２ 

被相続人の親族で、相続開始前３年以内に自己等が所有する家屋に居住したことがない
ことなど一定の要件を満たす人が、被相続人の居住の用に供されていた宅地等について
特例の適用を受ける場合（18ページの〔特定居住用宅地等の要件〕①の３の親族が特例の
適用を受ける場合） 

 

イ 相続開始前３年以内における住所又は居所を明らかにする書類（特例の適用を受ける
人がマイナンバー（個人番号）を有する場合には提出不要です。） 

ロ 相続開始前３年以内に居住していた家屋が、自己、自己の配偶者、三親等内の親族又
は特別の関係がある一定の法人の所有する家屋以外の家屋である旨を証する書類 

ハ 相続開始の時において自己の居住している家屋を相続開始前のいずれの時において
も所有していたことがないことを証する書類 

３ 

被相続人が養護老人ホームに入所していたことなど一定の事由により相続開始の直前にお
いて被相続人の居住の用に供されていなかった宅地等について特例の適用を受ける場合
（19ページの(注)１に該当する場合） 

 

イ 被相続人の戸籍の附票の写し（相続開始の日以後に作成されたもの） 

ロ 介護保険の被保険者証の写しや障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援
するための法律第22条第８項に規定する障害福祉サービス受給者証の写しなど、被
相続人が介護保険法第19条第１項に規定する要介護認定、同条第２項に規定する要
支援認定を受けていたこと若しくは介護保険法施行規則第140条の62の４第２号に
該当していたこと又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための
法律第21条第１項に規定する障害支援区分の認定を受けていたことを明らかにす
る書類（注３） 

ハ 施設への入所時における契約書の写しなど、被相続人が相続開始の直前において
入居又は入所していた住居又は施設の名称及び所在地並びにその住居又は施設が
次のいずれに該当するかを明らかにする書類 

(ｲ) 老人福祉法第５条の２第６項に規定する認知症対応型老人共同生活援助事業が行
われる住居、同法第20条の４に規定する養護老人ホーム、同法第20条の５に規定する
特別養護老人ホーム、同法第20条の６に規定する軽費老人ホーム又は同法第29条第１
項に規定する有料老人ホーム 

(ﾛ) 介護保険法第８条第28項に規定する介護老人保健施設又は同条第29項に規定する
介護医療院 

(ﾊ) 高齢者の居住の安定確保に関する法律第５条第１項に規定するサービス付き高齢
者向け住宅（(ｲ)の有料老人ホームを除きます。） 

(ﾆ) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第５条第11項に規
定する障害者支援施設（同条第10項に規定する施設入所支援が行われるものに限りま
す。）又は同条第18項に規定する共同生活援助を行う住居  

⑥ 
特定事業用宅地等
に該当する宅地等 一定の郵便局舎の敷地の用に供されている宅地等の場合には、総務大臣が交付した証明書 

⑦ 
特定同族会社事業
用宅地等に該当す
る宅地等 

イ 特例の対象となる法人の定款（相続開始の時に効力を有するものに限ります。）の写し 
ロ 特例の対象となる法人の相続開始の直前における発行済株式の総数又は出資の総額及び
被相続人及び被相続人の親族その他被相続人と特別の関係がある者が有するその法人の株
式の総数又は出資の総額を記載した書類（特例の対象となる法人が証明したものに限りま
す。） 

⑧ 貸付事業用宅地等
に該当する宅地等 

貸付事業用宅地等が相続開始前３年以内に新たに被相続人等の貸付事業の用に供されたもの
であるときには、被相続人等が相続開始の日まで３年を超えて特定貸付事業を行っていたこと
を明らかにする書類 

（注）１ 小規模宅地等の特例の適用を受ける場合には、①～④に掲げる書類を提出するとともに、この特例の適用を受
ける宅地等の区分（⑤～⑧）に応じ、それぞれ⑤～⑧に掲げる書類を提出してください。 

２ ⑤の宅地等について特例の適用を受ける場合において、⑤の１～３の場合に該当するときは、それぞれ⑤の１
～３に掲げる書類で、特例の適用を受ける人に係るものを提出してください。 

３ 「介護保険の被保険者証」の写しを添付する場合、写しの保険者番号及び被保険者番号部分を復元できない程
度に塗り潰してください。 
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(6) 特定計画山林の特例（20ページ参照）の適用を受ける場合 

① ２(1)①に掲げる書類 

② 遺言書の写し又は遺産分割協議書の写し 

③ 相続人全員の印鑑証明書（遺産分割協議書に押印したもの） 

④ 申告期限後３年以内の分割見込書（申告期限内に分割ができない場合に提出してください。） 

⑤ 市町村長等の認定を受けた森林経営計画書の写し 

⑥ その他特例の適用要件を確認する書類 

(7) 特定受贈同族会社株式等に係る特定事業用資産の特例（22 ページ参照）の適用を受ける場合 

① ２(1)①に掲げる書類 

② 遺言書の写し又は遺産分割協議書の写し 

③ 相続人全員の印鑑証明書（遺産分割協議書に押印したもの） 

④ その他特例の適用要件を確認する書類 

 

３ 相続税の納付について延納申請又は物納申請を行う場合に提出していただく主な書類は次のとおりです。 

(1) 延納申請（28 ページ参照）を行う場合 

① 
・延納申請書 
・金銭納付を困難とする理由書 
・担保目録及び担保提供書 
・不動産等の財産の明細書 

② 

担保提供関係書類  ※担保提供関係書類の主なもの（担保が土地の場合） 
・登記事項証明書（不動産の所在地番等又は不動産番号の記載のある書類の添付によりこれに代えることができ

ます。） 
・固定資産評価証明書など土地の評価の明細 
・抵当権設定に必要な書類（抵当権設定登記承諾書、印鑑証明書）を提出する旨の確約書 

（注） 詳しくは「相続税・贈与税の延納の手引」をご覧ください。 

(2) 物納申請（29 ページ参照）を行う場合 

① 
・物納申請書 
・金銭納付を困難とする理由書 
・物納財産目録 

② 
・物納手続関係書類（登記事項証明書（不動産の所在地番等又は不動産番号の記載のある書類の添付によりこれ
に代えることができます。）、公図、所在図その他必要な書類） 

（注） 詳しくは「相続税の物納の手引」をご覧ください。 

 

 

 

「「相相続続税税」」にに関関すするる情情報報（（相相続続税税のの申申告告ののたためめののチチェェッッククシシーートトななどど））  

相続税の申告書が正しく作成されるよう、一般に誤りやすい事項をまとめた「相続税の申告の

ためのチェックシート」などを国税庁ホームページの以下の場所に掲載していますので、申告書

作成の参考としてください。 

【掲載場所】 

ホーム＞税の情報・手続・用紙＞申告手続・用紙＞申告・申請・届出等、用紙（手続の案内・

様式）＞確定申告等情報＞相続税 

 

 
 

「相続税」に関する情報 

- 74 - 

(5) 小規模宅地等の特例（16ページ参照）の適用を受ける場合（注１） 

① ２(1)①に掲げる書類 

② 遺言書の写し又は遺産分割協議書の写し 

③ 相続人全員の印鑑証明書（遺産分割協議書に押印したもの） 

④ 申告期限後３年以内の分割見込書（申告期限内に分割ができない場合に提出してください。） 

⑤ 
特定居住用宅地等
に該当する宅地等
（注２） 

１ 

次に掲げる被相続人の親族（配偶者を除きます。）が、被相続人等の居住の用に供され
ていた宅地等について特例の適用を受ける場合 
・被相続人の居住の用に供されていた一棟の建物に居住していた親族（18ページの〔特

定居住用宅地等の要件〕①の２の親族が特例を受ける場合） 
・被相続人と生計を一にしていた親族（18ページの〔特定居住用宅地等の要件〕②の２

の親族が特例を受ける場合） 

 

特例の適用を受ける宅地等を自己の居住の用に供していることを明らかにする書類（特例
の適用を受ける人がマイナンバー（個人番号）を有する場合には提出不要です。） 

２ 

被相続人の親族で、相続開始前３年以内に自己等が所有する家屋に居住したことがない
ことなど一定の要件を満たす人が、被相続人の居住の用に供されていた宅地等について
特例の適用を受ける場合（18ページの〔特定居住用宅地等の要件〕①の３の親族が特例の
適用を受ける場合） 

 

イ 相続開始前３年以内における住所又は居所を明らかにする書類（特例の適用を受ける
人がマイナンバー（個人番号）を有する場合には提出不要です。） 

ロ 相続開始前３年以内に居住していた家屋が、自己、自己の配偶者、三親等内の親族又
は特別の関係がある一定の法人の所有する家屋以外の家屋である旨を証する書類 

ハ 相続開始の時において自己の居住している家屋を相続開始前のいずれの時において
も所有していたことがないことを証する書類 

３ 

被相続人が養護老人ホームに入所していたことなど一定の事由により相続開始の直前にお
いて被相続人の居住の用に供されていなかった宅地等について特例の適用を受ける場合
（19ページの(注)１に該当する場合） 

 

イ 被相続人の戸籍の附票の写し（相続開始の日以後に作成されたもの） 

ロ 介護保険の被保険者証の写しや障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援
するための法律第22条第８項に規定する障害福祉サービス受給者証の写しなど、被
相続人が介護保険法第19条第１項に規定する要介護認定、同条第２項に規定する要
支援認定を受けていたこと若しくは介護保険法施行規則第140条の62の４第２号に
該当していたこと又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための
法律第21条第１項に規定する障害支援区分の認定を受けていたことを明らかにす
る書類（注３） 

ハ 施設への入所時における契約書の写しなど、被相続人が相続開始の直前において
入居又は入所していた住居又は施設の名称及び所在地並びにその住居又は施設が
次のいずれに該当するかを明らかにする書類 

(ｲ) 老人福祉法第５条の２第６項に規定する認知症対応型老人共同生活援助事業が行
われる住居、同法第20条の４に規定する養護老人ホーム、同法第20条の５に規定する
特別養護老人ホーム、同法第20条の６に規定する軽費老人ホーム又は同法第29条第１
項に規定する有料老人ホーム 

(ﾛ) 介護保険法第８条第28項に規定する介護老人保健施設又は同条第29項に規定する
介護医療院 

(ﾊ) 高齢者の居住の安定確保に関する法律第５条第１項に規定するサービス付き高齢
者向け住宅（(ｲ)の有料老人ホームを除きます。） 

(ﾆ) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第５条第11項に規
定する障害者支援施設（同条第10項に規定する施設入所支援が行われるものに限りま
す。）又は同条第18項に規定する共同生活援助を行う住居  

⑥ 
特定事業用宅地等
に該当する宅地等 一定の郵便局舎の敷地の用に供されている宅地等の場合には、総務大臣が交付した証明書 

⑦ 
特定同族会社事業
用宅地等に該当す
る宅地等 

イ 特例の対象となる法人の定款（相続開始の時に効力を有するものに限ります。）の写し 
ロ 特例の対象となる法人の相続開始の直前における発行済株式の総数又は出資の総額及び
被相続人及び被相続人の親族その他被相続人と特別の関係がある者が有するその法人の株
式の総数又は出資の総額を記載した書類（特例の対象となる法人が証明したものに限りま
す。） 

⑧ 貸付事業用宅地等
に該当する宅地等 

貸付事業用宅地等が相続開始前３年以内に新たに被相続人等の貸付事業の用に供されたもの
であるときには、被相続人等が相続開始の日まで３年を超えて特定貸付事業を行っていたこと
を明らかにする書類 

（注）１ 小規模宅地等の特例の適用を受ける場合には、①～④に掲げる書類を提出するとともに、この特例の適用を受
ける宅地等の区分（⑤～⑧）に応じ、それぞれ⑤～⑧に掲げる書類を提出してください。 

２ ⑤の宅地等について特例の適用を受ける場合において、⑤の１～３の場合に該当するときは、それぞれ⑤の１
～３に掲げる書類で、特例の適用を受ける人に係るものを提出してください。 

３ 「介護保険の被保険者証」の写しを添付する場合、写しの保険者番号及び被保険者番号部分を復元できない程
度に塗り潰してください。 
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